
電気柵導入時の 

コンプライアンス(法令遵守)について 
 

 

電気柵は電気事業法及び電気用品安全法により規制されております。 

導入の場合、次の ①・②をご確認願います。 
 

① 設置現場に「電気柵使用中」の表示があること。 
② 家庭用電気ＡＣ１００Ｖ使用本器にＰＳＥマークがあること。 

①の表示は全ての電気柵について、必要であります。 
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電池式、バッテリー式、ソーラー式はＰＳＥマーク   は不要です。 

アダプター 

 

②本器にＰＳＥマークがあるかどうか、また必要であるか必要でないのかは 

本器の種類によって違います。多少複雑な為、下図をご覧頂き、ご確認下さい。 

※当社の該当製品には全てＰＳＥマークがついております。 

漏電しゃ断器 
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漏電しゃ断器 

 

 ＡＣ(交流)１００Ｖ型   ※電柵器、漏電しゃ断器、共にＰＳＥマーク   が必要です。     

 ＡＣ(交流)１００Ｖ、ＤＣ(直流)１２Ｖ兼用型   ※電柵器、漏電しゃ断器、共にＰＳＥマーク   が必要です。 

 アダプター式    ※漏電しゃ断器、アダプターにＰＳＥマーク   が必要です。電柵器にはＰＳＥマークは不要です。 

※アダプターとは、ＡＣ(交流)１００Ｖ→ＤＣ(直流)１２Ｖ 変換器です。 

 特殊型   ※特殊型の場合電柵器本体が日本製か外国製(輸入品)かでアダプターへのＰＳＥマーク   の表示が違います。 

アダプター 漏電しゃ断器 

 

本器が日本製→   必要 
 

本器が外国製→   不要 

 


